
 

○弘前大学大学院長期履修学生に関する規程 

平成16年４月１日 

制定規程第11号 

（趣旨） 

第１条 この規程は、弘前大学大学院学則（平成16年規則第３号。以下「大学院学則」とい

う。）第14条第２項の規定に基づき、弘前大学大学院における長期履修学生の取扱いに関

し必要な事項を定める。 

（対象となる学生） 

第２条 長期履修学生を願い出できる者は、次の各号の一に該当する者で、標準修業年限を

超えて、一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望した者とする。 

(1) 職業を有している者（自営業、臨時雇用、非常勤等を含む。） 

(2) 教育学研究科教育職員免許取得プログラムによる入学者 

（長期履修の期間） 

第３条 長期履修学生の履修期間の最長期間は、大学院学則第11条に規定する在学期間の範

囲内で、各研究科において定める年数とする。 

（手続） 

第４条 長期履修学生を希望する者は、各研究科が定める長期履修開始前年度の所定の期日

までに、長期履修申請書（別紙様式１）を所属する研究科長を経て、学長に願い出なけれ

ばならない。 

２ 前項の規定による願い出があったときは、当該研究科教授会又は研究科委員会（以下「研

究科教授会等」という。）の議を経て、学長が許可する。 

（履修形態の変更） 

第５条 在学途中における長期履修学生への変更は、所属研究科の在学者数（長期履修学生

の在学者数は、その実際の人数に、標準修業年限を当該学生が計画的に教育課程を履修す

ることを認められた年数で除して得た数を乗じた数とする。）が収容定員を超えない範囲

内で認めることができるものとする。ただし、修了予定年次の者の変更は認めないものと

する。 

２ 前項に規定する長期履修学生への変更に係る手続は、前条の規定に準じて行うものとす

る。 

３ 既に長期履修学生として許可されている者が、履修期間の短縮又は延長（長期履修学生

の取止めを含む。以下同じ）を希望するときは、長期履修期間短縮・延長申請書（別紙様



 

式２）を所属する研究科長を経て、学長に願い出なければならない。 

４ 前項の規定による願い出があったときは、研究科教授会等の議を経て、学長が許可する。 

５ 在学途中における長期履修学生への変更及び既に長期履修学生として許可されている

者の履修期間の短縮又は延長は、休学に伴う長期履修期間の変更を除き、１回に限るもの

とする。 

（長期履修期間中における休学又は休学期間の延長） 

第６条 既に長期履修学生として許可されている者が、長期履修期間中に休学又は休学期間

を延長する場合は、大学院学則第41条に基づき当該研究科長の休学又は休学期間の延長の

許可を得た後、休学に伴う長期履修期間変更申請書（別紙様式３）を所属する研究科長を

経て、学長に願い出なければならない。 

２ 前項の規定による願い出があったときは、研究科教授会等の議を経て、学長が許可する。 

附 則 

この規程は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成19年５月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年４月１日から適用

する。 

附 則 

この規程は、平成21年２月９日から施行する。 

附 則（平成23年３月14日規程第18号） 

この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年４月11日規程第80号） 

この規程は、平成31年５月１日から施行する。 

附 則（令和８年２月26日規程第11号） 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 



 

 



 

 



 

 



 

別紙様式１ 

別紙様式２ 

別紙様式３ 

 


